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ごあいさつ

本町では、平成13年度に、概ね20年後の未来

を見据えた都市計画の基本的な指針として八千

代町都市計画マスタープランを策定し、理想と

する都市像の実現に向け、まちづくりに取り組

んでまいりました。

しかし、近年における社会情勢の変化は著し

いものがあり、さらに、少子・高齢化による人

口減少など大きな転換期を迎えています。

また、令和３年４月からは、上位計画である八千代町第６次総合計画

がスタートすることから、整合性を図るため、都市計画マスタープラン

の全面的な見直しを行いました。

少子・高齢化や人口減少を負のイメージとして捉えるのではなく、社

会の変化こそチャンスと考え、町内に育まれた多くの素材を活かした土

地利用により、夢や希望を持ってまちづくりに取り組むことが重要であ

ります。

今後は本計画に基づき、町民・事業者・行政の連携と協議のもとに、

安全・安心をベースとして、地域に秘めた魅力ある資源の活用に重点を

置いたまちづくりを目標に進んでいきたいと考えております。

結びに、本計画の改定にあたり、貴重なご意見やご提案をいただきま

した町民の皆様をはじめ、時間を割いて熱心なご審議を賜りました都市

計画審議会委員の皆様に心から感謝申し上げますとともに、なお一層の

ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

令和３年３月

八千代町長　野 村　勇
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